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今回は『身元引受人』についてご紹介しました。高齢化が進む中、身元引受人の存在はますます重要に
なっています。安心して老後を過ごすためにも、制度の理解と備えが必要です。選択肢の一つとして、
身元保証サービスの活用をご検討ください。一般社団法人あんしるLIFEでは身元引受・金銭預託・終活
事務・連帯保証・傷害保険・生活支援など必要に応じて組み合わせることが出来るプランがございます。
いつでもご相談ください。
そして、あんしるはSNS活動をはじめました。YouTube・Instagram・TikTokにて実際の紹介事例を
もとにショート動画を作成し投稿しています。ぜひご覧ください。グッドボタンもお願い致します。

身元引受人とは
～介護施設の9割は身元引受人を求めています～

身
元
引
受
人
と
は

介
護
施
設
へ
の
入
居
や
医
療
機
関
へ
の

入
院
の
際
に
、
施
設
で
発
生
す
る
様
々
な

事
態
に
対
応
し
、
一
定
の
責
任
を
負
う
人

を
「
身
元
引
受
人
」
と
い
い
ま
す
。
一
般

的
に
は
家
族
が
務
め
る
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
家
族
が
遠
方
に
い
る
、
高
齢
で
対
応

が
難
し
い
、
あ
る
い
は
身
寄
り
が
な
い
場

合
に
は
、
「
身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス
」
を
利

用
し
て
第
三
者
を
身
元
引
受
人
と
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

身
元
引
受
人
の
主
な
役
割

身
元
引
受
人
は
、
本
人
（
施
設
や
病
院

を
利
用
す
る
方
）
に
代
わ
っ
て
次
の
よ
う

な
支
援
を
行
い
ま
す
。

◆
意
思
決
定
の
代
行
◆

本
人
が
認
知
症
や
意
識
障
害
な
ど
で
判

断
が
出
来
な
い
場
合
、
入
居
・
入
院
・
手

術
な
ど
に
関
す
る
重
要
な
選
択
を
代
わ
り

に
行
い
ま
す
。

◆
緊
急
時
の
連
絡
先
、
駆
け
付
け
◆

事
故
や
病
気
な
ど
緊
急
時
に
連
絡
を
受

け
、
必
要
に
応
じ
て
病
院
や
警
察
へ
駆
け

付
け
、
衣
類
や
生
活
用
品
の
準
備
や
搬
送

を
行
い
ま
す
。

◆
各
種
手
続
き
の
代
行
◆

施
設
や
病
院
へ
の
入
退
去
手
続
き
、
市

区
町
村
役
所
や
銀
行
で
の
手
続
き
な
ど
、

個
人
情
報
に
関
わ
る
事
務
を
代
行
し
ま
す
。

◆
本
人
死
亡
後
の
対
応
◆

本
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
施
設

と
の
清
算
や
身
柄
の
引
き
取
り
、
必
要
に

応
じ
た
死
後
事
務
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

※

原
則
と
し
て
、
金
銭
的
な
負
担
（
費
用

の
支
払
い
な
ど
）
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

Instagram→

←YouTube

←TikTok

よく似た制度との違い

入居退去・入院退院などの際に、本人
に代わって対応する。

身元引受人
判断・手続きの代行、緊急時の連絡先、
死後事務等。原則として金銭の責任は
負わない。

判断能力が低下した高齢者などを支援
する。

成年後見人
財産管理や身の回りの支援を行う。法
定後見・任意後見の2種類がある。

家賃や損害賠償など、法律に基づく債
務に責任を負う。

連帯保証人
本人が負った全ての債務を支払う義務
があり、収入のある人が求められるこ
とが多い。

本人が生活上の義務を果たせない場合
に、代わりに責任を負う。

身元保証人
場合によっては法的責任を一部負うこ
とがある。慎重な判断・対応が必要。
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